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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
対
応

　
４
月
臨
時
会
・
６
月
定
例
会
の

議
会
運
営
に
お
い
て
、
次
の
対
応

を
行
い
ま
し
た
。

【
一
般
質
問
に
つ
い
て
】

　

議
会
災
害
対
策
会
議
か
ら
市
本

部
に
送
付
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
等
に
関
す
る
意

見
・
要
望
等
の
内
容
と
重
複
し
な

い
よ
う
配
慮
し
た
上
で
、
一
般
質

問
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
質
問
時
間
は
、
従
前
は
議
員

１
人
に
つ
き
２
時
間
が
努
力
目
標

で
す
が
、
会
議
時
間
の
短
縮
を
図

る
た
め
、
30
分
を
め
ど
と
し
、
会

派
所
属
の
議
員
に
つ
い
て
は
１
会

派
に
つ
き
１
時
間
を
め
ど
に
実
施

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

【
座
席
に
つ
い
て
】

　

議
員
、
市
長
等
が
座
る
席
は
、

１
席
ず
つ
間
を
あ
け
る
な
ど
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
確

保
で
き
る
よ
う
配
置
し
ま
し
た
。

（
写
真
参
照
）

　

な
お
、
理
事
者
（
市
長
等
）
側

の
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
会
議
に

出
席
す
る
人
数
を
最
小
限
と
し
ま

し
た
。

【
換
気
に
つ
い
て
】

　

本
会
議
お
よ
び
委
員
会
で
は
、

随
時
休
憩
を
と
り
、
換
気
を
行
い

ま
し
た
。

【
消
毒
等
に
つ
い
て
】

　

議
員
、
市
長
等
の
出
席
者
は
、

当
日
の
朝
、
検
温
す
る
な
ど
体
調

管
理
を
徹
底
し
、
発
熱
の
際
は
欠

席
す
る
こ
と
、
入
室
の
際
に
は
手

指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
心
が
け

る
こ
と
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
心
が

け
る
こ
と
と
し
、
マ
ス
ク
を
着
用

し
た
ま
ま
の
発
言
を
認
め
ま
し

た
。
ま
た
、
複
数
の
議
員
等
が
同

じ
マ
イ
ク
や
机
を
続
け
て
使
用
す

る
場
合
は
、
機
材
等
を
拭
き
取
り

ま
し
た
。

一
般
質
問

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
つ
い
て
、
次
の
質
問
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

【
子
ど
も
の
安
全
・
学
校
教
育
】

質
問
…
臨
時
休
校
中
に
１
週
間
実

施
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ホ
ー
ム

ル
ー
ム
の
実
施
状
況
と
そ
の
結

果
、
今
後
に
生
か
し
て
い
く
べ

き
こ
と
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

教
育
部
長
…
学
校
に
よ
っ
て
は
少

人
数
の
グ
ル
ー
プ
で
行
う
な
ど

の
工
夫
を
し
、
全
小
・
中
学
校

で
実
施
し
た
。
子
ど
も
た
ち
と

教
員
が
顔
を
合
わ
せ
、
関
係
を

築
く
た
め
の
良
い
き
っ
か
け
づ

く
り
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の

生
活
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
課
題
と
し
て
は
、
家
庭
へ

の
周
知
や
貸
与
す
る
タ
ブ
レ
ッ

ト
の
準
備
に
時
間
が
か
か
り
、

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
に
間
に
合
わ
な

い
家
庭
が
あ
っ
た
。
今
後
は
１

人
１
台
の
端
末
を
用
意
す
る
な

ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を
整
え
、
目

的
を
明
確
に
示
し
た
上
で
、
効

果
的
な
活
用
を
目
指
し
て
い
き

た
い
。

質
問
…
長
期
の
休
校
に
よ
り
、
子

ど
も
た
ち
が
か
つ
て
な
い
不
安

と
ス
ト
レ
ス
を
た
め
込
ん
で
い

る
。
今
こ
そ
、
子
ど
も
一
人
一

人
を
大
切
に
す
る
手
厚
い
教

育
、
子
ど
も
の
実
態
か
ら
出
発

す
る
柔
軟
な
教
育
が
必
要
で
は

な
い
か
。

同
部
長
…
休
校
が
長
く
続
い
た
こ

と
か
ら
、
学
級
担
任
が
全
家
庭

に
電
話
を
か
け
、
子
ど
も
の
状

況
把
握
に
努
め
、
支
援
が
必
要

と
思
わ
れ
る
家
庭
に
は
丁
寧
に

聞
き
取
り
を
行
う
な
ど
、
安
心

し
て
相
談
で
き
る
関
係
づ
く
り

を
行
っ
て
き
た
。
今
後
は
、
学

級
担
任
が
子
ど
も
の
様
子
を
注

意
し
て
見
守
り
、
心
理
面
の

フ
ォ
ロ
ー
も
含
め
、
組
織
で
対

応
し
な
が
ら
、
教
育
相
談
員
や

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

な
ど
、
関
係
機
関
を
含
め
適
切

な
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
問
…
今
夏
は
、
現
段
階
で
１
学

期
は
７
月
31
日
ま
で
、
２
学
期

は
８
月
24
日
か
ら
と
し
て
お
り
、 

暑
さ
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、

給
食
の
衛
生
管
理
上
、
労
働
衛

生
環
境
上
も
問
題
で
あ
る
。
特

別
教
室
お
よ
び
給
食
室
に
つ
い

て
の
対
応
を
聞
き
た
い
。

同
部
長
…
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の

保
障
を
図
る
た
め
、
夏
季
休
業

を
短
縮
し
、
通
常
授
業
を
行
う

こ
と
と
し
た
。
教
室
の
や
り
く

り
が
難
し
い
理
科
室
等
に
は
、

冷
風
機
の
導
入
を
検
討
し
て
い

る
。
給
食
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
の
学
校
給
食
衛
生
管
理

基
準
等
に
基
づ
き
、
日
ご
ろ
か

ら
衛
生
管
理
に
努
め
て
い
る
。

暑
さ
対
策
に
つ
い
て
は
、
調
理

員
の
被
服
の
工
夫
等
を
検
討
し

て
い
る
。

【
水
質
の
安
全
】

質
問
…
下
水
に
流
れ
て
い
く
水

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を

運
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
か
と

心
配
さ
れ
る
が
、
下
水
処
理
の

過
程
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

は
死
滅
す
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長
…
正
式
な
見
解
は

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
土
交

通
省
か
ら
の
事
務
連
絡
で
は
、

８
時
間
程
度
の
滞
留
時
間
を
要

す
る
一
般
的
な
下
水
処
理
の
過

程
で
十
分
失
活
さ
せ
る
こ
と
が

可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
本
市
の

下
水
処
理
は
こ
れ
に
当
て
は
ま

る
。
放
流
の
際
も
、
常
時
、
次

亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液

を
添
加
し
滅
菌
処
理
を
施
し
て

お
り
、
感
染
リ
ス
ク
を
相
当
程

度
低
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
考

え
て
い
る
。

【
地
域
経
済
へ
の
対
策
】

質
問
…
本
市
は
、
国
の
第
１
次
補

正
予
算
の
臨
時
交
付
金
の
配
分

額
の
上
限
が
明
ら
か
に
な
る
前

に
補
正
予
算
を
成
立
さ
せ
、
中

小
企
業
家
賃
支
援
の
申
請
受
付

を
５
月
１
日
か
ら
始
め
た
こ
と

は
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
必
要
と
さ

れ
た
状
況
を
踏
ま
え
た
も
の
と

評
価
で
き
る
。
交
付
金
は
財
政

力
が
高
い
団
体
ほ
ど
配
分
額
が

抑
え
ら
れ
る
が
、
自
治
体
の
取

り
組
み
が
も
っ
と
生
か
さ
れ
る

仕
組
み
に
変
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
市
長
の
見
解

は
い
か
が
か
。

市
長
…
外
出
自
粛
に
よ
っ
て
事
業

者
が
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る
た
め
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ

て
事
業
者
支
援
に
踏
み
込
ん

だ
。
交
付
金
は
財
政
力
の
高
い

自
治
体
へ
の
配
分
が
低
い
と
い

う
声
が
全
国
か
ら
上
が
っ
て
い

る
。
財
政
力
で
は
な
く
、
感
染

拡
大
の
状
況
や
感
染
防
止
対

策
、
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
た

め
の
支
援
策
の
検
討
状
況
な
ど

の
実
態
に
合
わ
せ
た
対
応
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

質
問
…
中
小
企
業
家
賃
支
援
補
助

金
に
つ
い
て
、
他
市
で
は
、
市

内
居
住
を
要
件
と
し
て
い
な
い

市
も
あ
る
。
４
月
臨
時
会
で
つ

く
っ
た
「
み
ん
な
で
支
え
合
う

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
基
金
」
に
は
、
市
内
外
か

ら
、
２
千
万
円
を
超
え
る
寄
付

が
あ
っ
た
と
聞
く
。
財
源
と
し

て
活
用
し
、
商
工
振
興
を
奨
励

す
る
視
点
か
ら
、
家
賃
支
援
補

助
金
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た

市
外
居
住
の
事
業
者
を
支
援
で

き
る
制
度
の
構
築
は
考
え
ら
れ

な
い
か
。

市
民
生
活
部
長
…
市
内
に
住
み
、

働
く
個
人
事
業
者
、
市
内
に
本

店
を
置
い
て
事
業
を
実
施
し
て

い
る
法
人
を
対
象
に
制
度
構
築

を
し
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
解

除
と
な
っ
た
現
時
点
で
は
、
事

業
者
の
奨
励
金
と
い
っ
た
新
た

な
支
援
を
行
う
予
定
は
な
い

が
、
今
後
の
経
済
状
況
、
国
・

県
の
動
向
を
注
視
し
、
必
要
な

支
援
策
を
講
じ
て
い
き
た
い
。

　
一
般
質
問
と
は
、
市
の
事
務
や
市
が
抱
え
る
課
題
等
に
つ
い

て
市
長
な
ど
に
た
だ
す
も
の
で
、
６
月
定
例
会
で
は
５
名
の
議

員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
議
会
広
報
委
員
会
で
事
項
別
に
整
理
し
た
内
容

の
一
部
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
一
般
質
問
の
全
文
は
、
８
月
下
旬
作
成
予
定
の
本
会
議
録
に

掲
載
し
ま
す
。
図
書
館
や
鎌
倉
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
会

議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一般質問項目一覧

①　千　一（無所属）
　１　�鎌倉駅西口の公衆トイレについて
　２　�身体障がい者中心のグループホームについて
　３　�小学校低学年の児童に対する教師の対応について
　４　�共生条例とそれに対応しにくい方について
　５　�江ノ電のバリアフリーについて
②　竹田　ゆかり（無所属）
　１　�コロナ禍における子どもたちの「学びの保障」について
　２　�コロナ禍における市職員の「業務縮小」について
③　高野　洋一（日本共産党）
　１　�新型コロナウイルス問題への対応に伴う市政運営について
④　くりはら えりこ（無所属）
　１　�新型コロナウイルスに係るＰＣＲ集合検査所の安全な運用

と、自宅療養患者の支援について（ＳＤＧｓ目標３）
　２　�実態調査事例から考える、公共施設・学校施設の空調・換気・

衛生設備による、新型コロナウイルス感染拡大の危険性への
対策について（ＳＤＧｓ目標３）

　３　�下水道施設における新型コロナウイルスのモニタリング、
消毒、海の安全について（ＳＤＧｓ目標３・６・14）

　４　事業見直しのスケジュールについて（ＳＤＧｓ目標11）
⑤　保坂　令子（神奈川ネット鎌倉）
　１　�感染症流行のおそれが常にある状況下での具体的な対応策
　　　�―介護の現場、防災、海の安全対策など
　２　コロナ禍で問われる地方自治について
　３　�不急の事業の抽出とスーパーシティ構想について

議会基本条例の評価・検証について 議
会
運
営
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

一般質問の録画中継映像は、
こちらからご覧いただけます▶︎

間隔をあけて着席する議員等

（令和２年（2020年）6月）

　「議会基本条例評価・検証協議会」からの評価・検証結果の報告を踏まえ、条例改正に向け
た検討を要するとされた項目を中心に、新たに議会基本条例に規定する項目も加え、具体的な
検討を行うべきと判断し、特別委員会を設置しました。
　これからも、市民の皆さまのために議会がその役割を果たせるよう、特別委員会において、
議論を重ねていきます。
　インターネット中継（生中継・録画配信）も実施しますので、ぜひご覧ください。

議会基本条例改正特別委員会　設置

（令和元年（2019年）11月～令和２年（2020年）5月）

　「議会基本条例評価・検証協議会」を立ち上げ、前文、第１章（条例の目的、位置付け）を
除く、全ての条文について、条例を運用していく中での取り組みの達成度（評価）や、条例改
正の検討が必要かどうか（検証）という点について、協議を行いました。
　（同協議会の座長から議長宛ての報告書および議会基本条例
の条文は、市議会ホームページをご覧ください）

評価・検証

こちらからご覧
いただけます▶︎

など、議会において必要な事項を定めています。

（平成2７年（2015年）1月）

議会基本条例とは？
　議会および議員の活動の充実と活性化を図ることにより、情報
公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与す
ることを目的として、議員が政策形成能力を高め、市民に開かれ
た議会を目指して制定した条例です。

議会基本条例　施行

議会報告会
意見聴取会

文書
質問

自由
討議

議会
広報 反問権 政務

活動費

　これまでの議会の取
り組みが、議会基本条
例の目的や方向性から
見て効果が上がってい
るか、評価・検証を行
うこととしました。


